
○熊本大学大学院学則（案） 

 

第 1 章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この学則は、熊本大学学則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「本学学則」と

いう。)第 6条第 2項の規定に基づき、熊本大学大学院(以下「本学大学院」とい

う。)に関し必要な事項を定める。 

(教育研究上の目的) 

第 2 条 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又

は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培

い、文化の進展に寄与することを目的とする。 

2 前項の大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求め

られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするもの

は、専門職大学院とする。 

3 研究科、研究部又は教育部の教育研究上の目的は、それぞれ研究科、研究部又

は教育部の規則で定め、公表するものとする。 

(課程及び標準修業年限等) 

第 3 条 本学大学院の課程は、修士課程、博士課程及び教職大学院の課程とする。 

2 博士課程(医学教育部及び薬学教育部医療薬学専攻を除く。)は、これを前期 2

年の課程(以下「博士前期課程」という。)と後期 3年の課程(以下「博士後期課

程」という。)に区分する。 

3 博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 

4 医学教育部は、修士課程及び 4年の博士課程とする。 

5 薬学教育部医療薬学専攻は、4年の博士課程とする。 

第 4条 修士課程(博士前期課程を含む。以下同じ。)は、広い視野に立って精深な

学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要

な高度の能力を養うことを目的とする。 

第 4条の 2 教職大学院の課程は、理論と実践の往還を通して高度な専門的知識と

技能を授け、高度専門職業人としての教員に必要な優れた実践的指導力・展開力

を養うことを目的とする。 

第 5条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、

教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科若しくは教育部、専攻又

は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、2年を超えるものとするこ

とができる。 

2 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する

者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併

せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な

方法により教育上支障を生じないときは、研究科若しくは教育部、専攻又は学生
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の履修上の区分に応じ、標準修業年限を 1年以上 2年未満の期間とすることがで

きる。 

3 前項に規定する修士課程を置く教育部及びその標準修業年限は、次のとおりと

する。 

社会文化科学教育部法政・紛争解決学専攻(社会人を対象とするコース) 1 年 

第 6 条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、

又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基

礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

第 7条 博士課程の標準修業年限は、5年とし、博士前期課程の標準修業年限は 2

年、博士後期課程の標準修業年限は 3年とする。 

2 医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療薬学専攻の標準修業年限は、4年とす

る。 

第 8条及び第 9条 削除 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 9 条の 2 研究科又は教育部は、研究科又は教育部の定めるところにより、学生

が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわた

り計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たとき

は、その計画的な履修を認めることができる。 

(研究科・教育部、専攻及び課程) 

第 10 条 本学大学院に置く研究科又は教育部、専攻及びその課程の別は、次の表

に掲げるとおりとする。 

研究科又

は教育部

の名称 

専攻の名称 課程の

別 

教育学研

究科 

教職実践開発専攻 教職大

学院の

課程 

社会文化

科学教育

部 

法政・紛争解決学専攻、熊本大学・マサチューセッツ州立

大学ボストン校紛争解決学国際連携専攻、現代社会人間学

専攻、文化学専攻、教授システム学専攻 

博士前

期課程 

人間・社会科学専攻、文化学専攻、教授システム学専攻 博士後

期課程 

自然科学

教育部 

理学専攻、土木建築学専攻、機械数理工学専攻、情報電気

工学専攻、材料・応用化学専攻 

博士前

期課程 

理学専攻、工学専攻 
博士後

期課程 

医学教育

部 

医科学専攻 修士課

程 
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医学専攻 博士課

程 

保健学教

育部 

保健学専攻 博士前

期課程 

保健学専攻 
博士後

期課程 

薬学教育

部 

創薬・生命薬科学専攻 博士前

期課程 

創薬・生命薬科学専攻 博士後

期課程 

医療薬学専攻 
博士課

程 

2 社会文化科学教育部熊本大学・マサチューセッツ州立大学ボストン校紛争解決

学国際連携専攻は、第 56 条に規定する国際連携専攻(第 30 条において「国際連携

専攻」という。)とする。 

(教員組織等) 

第 11 条 本学大学院の研究科又は研究部の教員組織その他必要な事項は、別に定

める。 

(収容定員) 

第 12 条 収容定員は、別に定める。 

(在学期間) 

第 13 条 在学期間は、標準修業年限の 2倍の年数を超えることができない。 

2 第 9 条の 2の規定により長期にわたる教育課程の履修が認められた学生の在学

期間については、研究科規則又は教育部規則の定めるところによる。 

(学年) 

第 13 条の 2 学年については、本学学則第 20 条を適用する。 

(学期及び休業日) 

第 14 条 学期及び休業日については、本学学則第 21 条及び第 22 条を準用する。 

第 2章 入学等 

(入学時期) 

第 15 条 入学の時期については、本学学則第 23 条を準用する。 

(入学資格) 

第 16 条 修士課程、博士前期課程及び教職大学院の課程(教育職員免許法(昭和 24

年法律第 147 号)に定める普通免許状を有する者に限る。第 39 条第 2項及び第 40

条第 2項において同じ。)に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。 
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(1) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号。以下「学教法」という。)に定める大

学の卒業者 

(2) 学教法第 104 条第 4項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける 16 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大

臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)におい

て、修業年限が 3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了

すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学

士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文

部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5号) 

(9) 学教法第 102 条第 2項の規定により他の大学院に入学した者であって、当

該者を本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力が

あると認めたもの 

(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同

等以上の学力があると認めた者で、22 歳に達したもの 

(11) 大学に 3年以上在学した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修

得したと認めたもの 

(12) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者、外国の学校が

行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における 15 年の課程を修了した者又は我が国において外国の大学

の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとさ

れるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの 

第 17 条 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 
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(1) 修士の学位又は専門職学位(以下この条において「修士の学位等」とい

う。)を有する者 

(2) 外国において、修士の学位等に相当する学位を授与された者 

(3) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定

するものの当該課程を修了し、修士の学位等に相当する学位を授与された者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修士

の学位等に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特

別措置法(昭和 51 年法律第 72 号)第 1 条第 2項に規定する 1972 年 12 月 11 日

の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」

という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校、第 3号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程

を履修し、大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）第 16 条の 2に規定

する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上

の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第 118 号) 

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位等を有する

者と同等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達したもの 

第 18 条 医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療薬学専攻に入学することので

きる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学(医学、歯学、修業年限 6年の薬学又は獣医学を履修する課程に限る。

以下第 8号及び第 9号において同じ。)を卒業した者 

(2) 外国において、学校教育における 18 年の課程(最終の課程は医学、歯学、

薬学又は獣医学を履修する課程に限る。以下次号及び第 4号において同じ。)

を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における 18 年の課程を修了した者 

(4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける 18 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大

臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)におい

て、修業年限が 5年以上である課程(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する

課程に限る。)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科

目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国
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の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた

ものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学

位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和 30 年文部省告示第 39 号) 

(7) 学教法第 102 条第 2項の規定により他の大学院(医学、歯学、薬学又は獣医

学を履修する課程に限る。)に入学した者であって、当該者を本学大学院にお

いて、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(8) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同

等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達したもの 

(9) 大学に 4年以上在学した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修

得したと認めるもの 

(10) 外国において学校教育における 16 年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬

学又は獣医学を履修する課程に限る。以下この号において同じ。)を修了した

者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者又は我が国に

おいて外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課

程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程を修了した者であって、本学の定める単位を優秀な成績で修得

したと認めたもの 

(入学志願手続及び入学者選考) 

第 19 条 入学志願手続及び入学者選考については、本学学則第 25 条及び第 26 条

を準用する。 

(合格者の決定及び入学の許可) 

第 20 条 合格者の決定及び入学の許可は、本学学則第 27 条及び第 28 条を準用す

る。 

(入学の手続) 

第 21 条 入学の手続については、本学学則第 29 条を適用する。 

(再入学及び転入学) 

第 22 条 次の各号のいずれかに該当する者は、欠員のある場合に限り、別に定め

るところにより選考の上、学長は、入学を許可することができる。 

(1) 願により本学大学院を退学した者で、再入学を願い出たもの 

(2) 他の大学院から、本学大学院に転入学を願い出た者 

2 前項により入学を許可された者の在学年数及び既修得単位の認定は、教授会に

おいて行う。 

3 第 1 項により入学を許可された者の在学期間は、第 13 条の規定にかかわらず、

前項により認定された在学年数の 2倍を超えることができない。 
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4 第 1 項の規定により入学する者の入学志願手続等については、前 3条の規定に

よるものとする。 

(進学) 

第 23 条 本学大学院の修士課程を修了し、引き続き博士課程(社会文化科学教育

部、自然科学教育部、保健学教育部及び薬学教育部にあっては、博士後期課程)

に進学を志願する者については、教育部の定めるところにより、選考の上、進学

を許可する。 

第 3章 教育課程 

(教育課程の編成方針) 

第 23 条の 2 教育部は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら

開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の

計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

2 教育学研究科は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開

設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

3 教育課程の編成に当たっては、研究科又は教育部は、専攻分野に関する高度の

専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎

的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 

(博士課程教育リーディングプログラム) 

第 23 条の 3 教育部に、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグ

ローバルに活躍するリーダーへと導くため、博士前期課程と博士後期課程を一貫

して行う教育(修士課程と 4年の博士課程を一貫して又は 4年の博士課程におい

て行うものを含む。次条において同じ。)を実施する博士課程教育リーディング

プログラムを開設し、その教育課程を編成することができる。 

2 博士課程教育リーディングプログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

(卓越大学院プログラム) 

第 23 条の 4 前条に定めるもののほか、教育部に、新たな知の創造と活用を主導

し、次代を牽引する価値を創造するとともに、社会的課題の解決に挑戦して、社

会にイノベーションをもたらすことができる博士人材を育成するため、博士前期

課程と博士後期課程を一貫して行う教育を実施する卓越大学院プログラムを開設

し、その教育課程を編成することができる。 

2 卓越大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

(大学院教養教育プログラム) 

第 23 条の 5 本学大学院に、多元的な価値への理解力、柔軟な思考力及び鳥瞰的に

事物を把捉する力を有し、高度な知的基盤領域において新機軸を切り拓く力を備

えた人材を育成するために、大学院共通の教育プログラム（以下「大学院教養教

育プログラム」という。）を開設し、その教育課程を編成することができる。 

2 大学院教養教育プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

(授業及び研究指導) 
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第 24 条 本学大学院(教育学研究科を除く。)の教育は、授業科目の授業及び研究

指導により行うものとする。 

2 教育学研究科の教育は、質の高い教員としての実践的指導力を高めるため、研

究者教員と実務家教員の指導を受け、教員養成系の学部を卒業後引き続き当該専

攻に入学した学生と教員経験を有する学生が学校現場の諸課題に協働して対応し

ながら、指導方法や技術を理論と実践を通して身につける授業を行うものとす

る。 

3 研究科又は教育部における専攻別の授業科目及び単位は、研究科又は教育部に

おいて別に定める。 

4 第 1 項及び第 2項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメデ

ィアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがで

きる。 

5 第 1 項及び第 2項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規

定により多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で

履修させる場合についても、同様とする。 

(教育方法の特例) 

第 25 条 研究科又は教育部において教育上特別の必要があると認めるときは、夜

間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法に

より教育を行うことができる。 

(履修) 

第 26 条 学生は、在学期間中に、それぞれの専攻において定められた授業科目を

履修しなければならない。 

2 履修方法については、研究科又は教育部において別に定める。 

(履修科目の登録の上限) 

第 27 条 教育学研究科は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するた

め、学生が 1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める

ものとする。 

(単位の計算方法及び単位の認定) 

第 28 条 単位の計算方法及び単位の認定は、本学学則第 39 条及び第 40 条を準用

する。 

2 研究科又は教育部が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実

技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、

その組合せに応じ、本学学則第 39 条第 1項各号に規定する基準を考慮して研究

科又は教育部が定める時間の授業をもって 1単位とする。 

(成績評価基準等の明示等) 

第 28 条の 2 研究科又は教育部は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内

容並びに 1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 
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2 研究科又は教育部は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に

当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらか

じめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。 

(他の大学院における授業科目の履修等) 

第 29 条 教育上有益と認めるときは学生が他の大学院(外国の大学院を含む。)に

おいて履修した授業科目について修得した単位を本学大学院における授業科目の

履修により修得したものとみなすことができる。休学期間中の履修についても、

同様とする。 

2 前項の規定により学生が修得した単位は、修士課程、博士課程及び教職大学院

の課程においては、10 単位を超えない範囲で、課程修了の要件となる単位として

取り扱うことができる。この場合、博士後期課程にあっては、当該課程の入学資

格を取得した課程において、他の大学院の授業科目を履修し課程修了の要件とな

る単位として取り扱われた単位があるときは、この単位を含めて 10 単位を超え

ないものとする。 

3 前 2 項の規定は、学生が外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国

の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に

指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及

び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。 

4 前 3 項に関し必要な事項は、別に定める。 

(他の研究科及び教育部の授業科目の履修) 

第 29 条の 2 学生は、本学大学院の他の研究科及び教育部（以下「研究科等」とい

う。）の授業科目を履修することができる。 

2 前項の場合において、学生は、所属する研究科等の長を経て、当該他の研究科

等の長の許可を受けなければならない。 

3 前 2 項に関し必要な事項は、別に定める。 

(他の大学院等における研究指導等) 

第 30 条 研究科又は教育部において教育上有益と認めるときは、他の大学院又は

研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。以下「他の大学院等」という。)と

の協議に基づき、学生が当該他の大学院等において必要な研究指導(国際連携専

攻の学生が第 57 条に規定する連携外国大学院において受けるものを除く。)を受

けることを認めることができる。ただし、修士課程及び教職大学院の課程の学生

について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものと

する。 

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。 

(入学前の既修得単位の取扱い等) 

第 31 条 教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院(外

国の大学院を含む。)において履修した単位(大学院設置基準第 15 条の規定に基
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づく科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の

本学大学院の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、修士課程及び

博士課程においては、転学等の場合を除き、本学大学院において修得した単位以

外のものについては、10 単位を超えないものとする。 

3 第 1 項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、教職大学院

の課程においては、転学等の場合を除き、本学教職大学院の課程において修得し

た単位以外のものについては、第 29 条第 2項及び第 4項の規定により本学教職

大学院の課程において修得したものとみなす単位数と合わせて 24 単位を超えな

いものとする。 

4 前 3 項の単位の認定は、教授会で行う。 

第 4章 休学、復学、転研究科、転教育部、転専攻、留学、転学、退学及び

除籍 

(休学) 

第 32 条 疾病その他やむを得ない理由により、3か月以上修学できない者は、所定

の休学願により、研究科長又は教育部長を経て、学長に休学を願い出なければな

らない。ただし、疾病のため休学する場合は、医師の診断書を添えるものとす

る。 

2 前項の場合、学長は、その学期又は学年に限りこれを許可することができる。 

第 33 条 疾病その他の理由により、修学することが適当でないと認められる者に

対しては、学長は、休学を命ずることができる。 

(休学期間) 

第 34 条 休学は、更新することができる。ただし、その期間は通算して次の各号

に定めた年数を超えることができない。 

(1) 修士課程、教職大学院の課程、医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療

薬学専攻 2 年 

(2) 博士後期課程 3 年 

(3) 社会文化科学教育部法政・紛争解決学専攻(社会人を対象とするコース) 1

年 

2 第 22 条により入学を許可された者及び第 36 条により研究科若しくは教育部の

変更又は研究科若しくは教育部の専攻の変更(以下「転研究科等」という。)を許

可された者の休学期間は、前項ただし書の規定にかかわらず、通算して在学年数

に相当する年数を超えることができない。 

3 休学期間は、在学期間に算入しない。 

(復学) 

第 35 条 復学は、本学学則第 50 条を準用する。 

(転研究科、転教育部及び転専攻) 
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第 36 条 転研究科等を志願する者があるときは、教育研究上支障がない場合に限

り、研究科又は教育部の定めるところにより、学長が許可する。 

2 前項により転研究科等を許可された者の在学年数及び既修得単位の認定は、転

研究科等後の研究科又は教育部の教授会において行う。 

3 第 1 項により転研究科等を許可された者の在学期間は、第 13 条の規定にかかわ

らず、在学年数の 2倍を超えることができない。 

(留学) 

第 37 条 外国の大学院で学修するため、留学を志望する者は、所定の留学願によ

り、研究科長又は教育部長を経て、学長に願い出なければならない。 

2 前項の場合、学長は、これを許可する。 

3 留学の期間は、第 5条、第 7条及び第 9条の標準修業年限に含まれるものとす

る。 

(転学、退学及び除籍) 

第 38 条 転学及び退学については、本学学則第 52 条及び第 54 条を準用する。 

2 次の各号のいずれかに該当する者は、研究科長又は教育部長の申し出により、

学長がこれを除籍する。 

(1) 行方不明の届出のあった者 

(2) 第 13 条、第 22 条第 3項及び第 36 条第 3項に規定する期間を超えた者 

(3) 第 34 条第 1項ただし書及び第 2項に規定する期間を超えた者 

(4) 納付すべき入学料を指定の期日までに納付しない者 

(5) 授業料の納付を怠り督促をしても納付しない者 

(6) 正当な理由がなくて欠席が長期にわたる者 

(7) 成業の見込がないと認められる者 

第 5章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、外国人留学

生及び法務学修生 

(研究生) 

第 39 条 本学大学院において、特殊の専門事項について高度な研究を行おうとす

る者があるときは、研究科又は教育部の授業、研究に支障のない限り、選考の

上、学長は、研究生として入学を許可することがある。 

2 修士課程及び教職大学院の課程の研究生として入学することのできる者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 第 16 条各号に該当する者 

(2) 外国において、当該外国の大学における 4年の課程を修了した者で、学校

教育において通算 15 年以上の課程を修了したもの 

(3) 外国において、学校教育における 12 年以上の課程を修了しており、当該外

国の制度等により、我が国の大学卒業に相当する学歴を授与された者、又は我

が国の学士に相当する学位を授与された者 
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3 博士後期課程の研究生として入学することのできる者は、第 17 条各号に該当す

る者とする。 

4 医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療薬学専攻の研究生として入学するこ

とのできる者は、第 18 条各号に該当する者とする。 

5 研究生の入学時期、入学志願手続、在学期間、研究指導及び研究成果報告につ

いては、本学学則第 63 条第 2項及び第 65 条から第 68 条までの規定を準用す

る。 

(科目等履修生) 

第 40 条 本学大学院において、一又は複数の授業科目を選んで履修しようとする

者があるときは、研究科又は教育部の授業、研究に支障のない限り、選考の上、

学長は、科目等履修生として入学を許可することがある。 

2 修士課程及び教職大学院の課程の科目等履修生として入学することのできる者

は、第 16 条各号に該当する者とする。 

3 博士後期課程の科目等履修生として入学することのできる者は、第 17 条各号に

該当する者とする。 

4 医学教育部の博士課程及び薬学教育部医療薬学専攻の科目等履修生として入学

することのできる者は、第 18 条各号に該当する者とする。 

5 前 3 項に定める者のほか、科目等履修生として入学することのできる者につい

ては、別に定める。 

6 科目等履修生の入学時期、単位の授与、入学志願手続及び在学期間について

は、本学学則第 69 条第 2項、同条第 3項、第 70 条及び第 72 条の規定を準用す

る。 

(特別聴講学生) 

第 41 条 本学大学院において、授業科目を履修しようとする他の大学院(外国の大

学院を含む。)の学生があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、その履

修を認めることができる。 

2 前項により授業科目の履修を認められた学生は、特別聴講学生と称する。 

3 前 2 項に関し必要な事項は別に定める。 

(特別研究学生) 

第 42 条 本学大学院において、研究指導を受けようとする他の大学院(外国の大学

院を含む。)の学生があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、その受入

れを認めることがある。 

2 前項により受け入れた学生は、特別研究学生と称する。 

3 前 2 項に関し必要な事項は、別に定める。 

(外国人留学生) 

第 43 条 外国人で大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院

に入学を志願する者があるときは、選考の上、学長は、外国人留学生として入学

を許可することがある。 
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2 外国人留学生に関する規則は、別に定める。 

(法務学修生) 

第 43 条の 2 本学大学院法曹養成研究科の法科大学院の課程を修了した者で、社会

文化科学教育部の学修支援の下で自学自習を希望するものがあるときは、同教育

部の運営に支障のない限り、選考の上、学長は、法務学修生として在籍を許可す

ることがある。 

2 法務学修生の在籍期間は、6か月とする。ただし、法務学修生が在籍期間の更新

を願い出たときは、6か月ごとにこれを許可することがある。 

3 法務学修生に関し必要な事項は、社会文化科学教育部において別に定める。 

第 6章 修了及び学位 

(修士課程の修了要件) 

第 44 条 修士課程の修了の要件は、当該課程に 2年以上在学し、研究科又は教育

部が定める単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程

の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試

験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者

については、当該課程に 1年以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項に定めるもののほか、前期及び後期の課程に区分する博士課程における前

期の課程の修了要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる

場合には、同項に定める修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及

び最終試験に合格することに代えて、研究科又は教育部が行う次に掲げる試験及

び審査（以下「博士論文研究基礎力審査」という。）に合格することとすること

ができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連す

る分野の基礎的素養についての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力についての審査 

3 博士論文研究基礎力審査に関し必要な事項は、別に定める。 

(教職大学院の課程の修了要件) 

第 44 条の 2 教職大学院の課程の修了要件は、当該課程に 2年以上在学し、研究科

が定める単位以上を修得し、かつ、研究報告書の審査及び最終試験に合格するこ

ととする。 

2 前項の在学期間に関しては、第 31 条第 1項の規定により教職大学院の課程に入

学する前に修得した単位(第 16 条の規定による入学資格を有した後、修得したも

のに限る。)を本学教職大学院の課程において修得したものとみなす場合であっ

て、当該単位の修得により本学教職大学院の課程の一部を履修したと認めるとき

は、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して 1年を超えない範囲で

教職大学院の課程が定める期間在学したものとみなすことができる。 

(博士課程の修了要件) 
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第 45 条 医学教育部の博士課程の修了の要件は、当該課程に 4年以上在学し、30

単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終

試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上

げた者については、当該課程に 3年以上在学すれば足りるものとする。 

第 45 条の 2 薬学教育部医療薬学専攻の修了の要件は、当該専攻に 4年以上在学

し、32 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及

び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業

績を上げた者については、当該専攻に 3年以上在学すれば足りるものとする。 

第 46 条 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に 3年以上在学し、研究科、保

健学教育部又は薬学教育部が定める単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を

受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期

間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に 1年以上在学

すれば足りるものとする。 

2 第 5 条第 2項の規定により標準修業年限を 1年以上 2年未満とした修士課程を

修了した者及び第 44 条第 1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程

を修了した者の博士後期課程の修了の要件については、前項ただし書中「1年」

とあるのは、「修士課程における在学期間を含めて 3年」と読み替えて、同項た

だし書の規定を適用する。 

3 前 2 項の規定にかかわらず、第 17 条第 7号の規定により本学大学院において修

士の学位等を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課

程を修了した者が、博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、本

学大学院に 3年(専門職大学院設置基準(平成 15 年文部科学省令第 16 号)第 18 条

第 1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、研究科、

保健学教育部又は薬学教育部が定める単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間

に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に 1年(標準修業

年限を 1年以上 2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては、3年か

ら当該 1年以上 2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとす

る。 

第 47 条 削除 

(学位論文及び最終試験) 

第 48 条 最終試験は、学位論文(教職大学院の課程にあっては、研究報告書。次項

において同じ。)を主として、これに関連のある授業科目について行う。 

2 学位論文及び最終試験の合格又は不合格は、教授会において審査決定する。 

3 審査決定の方法は、研究科又は教育部において別に定める。 

(学位の授与) 
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第 49 条 本学大学院の課程を修了した者には、熊本大学学位規則(平成 16 年 4 月 1

日制定。以下次条において「学位規則」という。)の定めるところにより、修士

の学位、博士の学位又は専門職学位を授与する。 

(論文提出による学位の授与) 

第 50 条 博士課程を経ない者で、論文を提出して博士の学位を申請するものがあ

るときは、学位規則の定めるところにより、これを受理するものとする。 

2 前項の論文については、本学大学院の学位論文と同一の方法により審査を行

い、その審査に合格し、かつ、大学院博士課程修了者と同等以上の学力を有する

ことを確認された者には、博士の学位を授与する。 

(教育職員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 51 条 教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)に規定する教育職員の免許状授

与の所要資格の取得については、研究科規則又は教育部規則の定めるところによ

る。 

第 7章 授業料等 

(検定料、入学料、授業料及び学修支援料の額等) 

第 52 条 検定料、入学料、授業料及び学修支援料の額は、国立大学法人熊本大学

諸料金規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)に定めるところによる。 

2 法務学修生については、検定料及び入学料は徴収しない。 

3 法科大学院の課程を修了し、引き続き法務学修生となった者については、最初

の在籍期間に係る学修支援料は徴収しない。 

(入学料の免除及び徴収猶予) 

第 53 条 入学料の納付が経済的理由等により困難であると認められる者に対して

は、入学料を免除又は徴収猶予することができる。 

(適用規定) 

第 54 条 入学料及び授業料の取扱いについては、本学学則第 80 条第 1項から第 5

項まで及び第 81 条から第 87 条までの規定を適用する。 

第 8章 賞罰 

(表彰及び懲戒) 

第 55 条 表彰及び懲戒は、本学学則第 88 条及び第 89 条を準用する。 

第 9章 国際連携専攻に関する特例 

 (国際連携専攻の設置) 

第 56 条 本学大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認める

場合には、教育部に、外国の大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携し

て教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を置くことが

できる。 

(国際連携教育課程の編成) 

第 57 条 国際連携専攻を置く教育部は、第 23 条の 2第 1項の規定にかかわらず、

国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下
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「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該教育部の教育課程の一部

とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」

という。)を編成するものとする。 

 (共同開設科目) 

第 58 条 国際連携専攻を置く教育部は、第 23 条の 2第 1項の規定にかかわらず、

連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができる。 

2 国際連携専攻を置く教育部が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科

目」という。)を開設した場合、当該国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履

修により修得した単位は、5単位を超えない範囲で、当該教育部又は連携外国大

学院のいずれかにおいて履修した単位とすることができる。ただし、連携外国大

学院において履修した単位数が、第 60 条第 1項及び第 2項の規定により連携外国

大学院において履修することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科

目の履修により修得した単位を連携外国大学院において修得した単位とすること

はできない。 

 (国際連携教育課程に係る単位の認定等) 

第 59 条 国際連携専攻を置く教育部は、学生が連携外国大学院において履修した

国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課

程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

2 国際連携専攻を置く教育部は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携

教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとす

る。 

 (国際連携専攻に係る修了要件) 

第 60 条 国際連携専攻の修士課程の修了の要件は、第 44 条第 1項(博士前期課程

にあっては、第 44 条第 1項及び第 2項)に定めるもののほか、国際連携専攻を置

く教育部において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により 15 単位以上を修

得するとともに、それぞれの連携外国大学院において当該国際連携教育課程に係

る授業科目の履修により 10 単位以上を修得することとする。 

2 前項の規定により、国際連携専攻を置く教育部及びそれぞれの連携外国大学院

において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第

29 条若しくは第 31 条又は前条第 1項の規定により修得したものとみなすことが

でき、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第 31 条の規定

により修得したものとみなすことができる単位について、国際連携教育課程を編

成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。 

 (連携外国大学院との協議) 

第 61 条 第 56 条から前条までに定めるもののほか、国際連携専攻に係る次に掲げ

るについては、当該専攻を置く教育部と連携外国大学院との協議により、別に定

める。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 
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(2) 教育組織の編成に関する事項 

(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項 

(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項 

(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項 

(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項 

(7) その他国際連携専攻に関する事項 

第 10 章 雑則 

(準用規定) 

第 62 条 この学則に定めるもののほか、大学院学生に関し必要な事項は、本学学

則を準用する。 

(読替) 

第 63 条 本学学則をこの学則に準用する場合は、「大学」を「大学院」に、「学

部」を「研究科又は教育部」に、「学部長」を「研究科長又は教育部長」に読み

替えるものとする。 

附 則 

1 この学則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

2 法学研究科法学専攻及び公共政策専攻については、第 10 条の規定にかかわら

ず、平成 16 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日

までの間、存続するものとする。 

3 熊本大学学則等を廃止する規則(平成 16 年 3 月 26 日制定)により廃止された熊

本大学大学院学則(昭和 34 年 1 月 14 日制定)の附則の規定により存続するものと

された専攻のうち、平成 16 年 3 月 31 日に存続するものについては、第 10 条の

規定にかかわらず、平成 16 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在

学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

4 前 2 項の規定により存続する専攻の授業科目の履修、修了等に関する事項につ

いては、なお従前の例による。 

附 則(平成 17 年 3 月 24 日学則第 3号) 

この学則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 12 月 22 日学則第 5号) 

この学則は、平成 17 年 12 月 22 日から施行する。 

附 則(平成 18 年 2 月 23 日学則第 3号) 

1 この学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

2 次の専攻については、改正後の第 10 条の規定にかかわらず、平成 18 年 3 月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するもの

とする。 
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自然

科学

研究

科 

物質科学専攻、材料システム専攻、機械システム専攻、数理科学・情報

システム専攻、電気システム専攻、自然システム専攻、環境土木工学専

攻、生産システム科学専攻、システム情報科学専攻、環境共生科学専

攻、物質・生命科学専攻 

附 則(平成 18 年 3 月 23 日学則第 4号) 

この学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 18 年 10 月 26 日学則第 7号) 

この学則は、平成 18 年 10 月 26 日から施行し、平成 15 年度入学者から適用す

る。 

附 則(平成 19 年 1 月 25 日学則第 1号) 

この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 1 月 24 日学則第 3号) 

1 この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 9条の次に 1条を加

える改正規定は、平成 20 年 1 月 24 日から施行する。 

2 次の専攻については、改正後の第 10 条の規定にかかわらず、平成 20 年 3 月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

文学研究科 人間科学専攻、地域科学専攻、歴史学専攻、言語文学専攻 

教育学研究科 障害児教育専攻 

法学研究科 法学公共政策学専攻 

社会文化科学

研究科 

（修士課程）教授システム学専攻、(後期 3年博士課程)文化学

専攻、公共社会政策学専攻 

医学教育部 生体医科学専攻、病態制御学専攻、臨床医科学専攻、環境社会

医学専攻 

附 則(平成 21 年 3 月 26 日学則第 3号) 

1 この学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

2 次の専攻については、改正後の第 10 条の規定にかかわらず、平成 21 年 3 月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

教育学研究科 学校教育専攻、特別支援教育専攻、教科教育専攻、養護教育専攻 

附 則(平成 22 年 2 月 24 日学則第 2号) 

1 この学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
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2 次の専攻については、改正後の第 10 条の規定にかかわらず、平成 22 年 3 月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

薬学教育部 (博士前期課程)分子機能薬学専攻、生命薬科学専攻 

附 則(平成 22 年 3 月 24 日学則第 5号) 

この学則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 9 月 30 日学則第 10 号) 

この学則は、平成 22 年 9 月 30 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 2 月 24 日学則第 2号) 

この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 3 月 22 日学則第 3号) 

1 この学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

2 次の専攻については、改正後の第 10 条の規定にかかわらず、平成 24 年 3 月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

薬学教育部 （博士後期課程）分子機能薬学専攻、生命薬科学専攻 

附 則(平成 24 年 5 月 31 日学則第 4号) 

この学則は、平成 24 年 5 月 31 日から施行する。 

附 則(平成 25 年 2 月 28 日学則第 3号) 

1 この学則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この学則による改正後の第 23 条の 3の規定は、平成 24 年度入学者から適用

し、平成 23 年度以前に入学した者については、なお従前の例による。 

3 この学則による改正後の第 44 条第 2項及び第 3項の規定は、平成 25 年度入学

者から適用し、平成 24 年度以前に入学した者については、なお従前の例によ

る。 

附 則(平成 26 年 2 月 27 日学則第 1号) 

この学則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 26 年 9 月 25 日学則第 4号) 

この学則は、平成 26 年 9 月 25 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 1 月 22 日学則第 2号) 

この学則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
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附 則(平成 28 年 9 月 23 日学則第 10 号) 

この学則は、平成 28 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 2 月 23 日学則第 3号) 

この学則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 3 月 22 日学則第 3号) 

1 この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

2 次の専攻については、改正後の第 10 条の規定にかかわらず、平成 30 年 3 月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

研究科

の名称 
専攻の名称 

課程

の別 

自然科

学研究

科 

理学専攻、数学専攻、複合新領域科学専攻、物質生命化学専攻、

マテリアル工学専攻、機械システム工学専攻、情報電気電子工学

専攻、社会環境工学専攻、建築学専攻 

博士

前期

課程 

理学専攻、複合新領域科学専攻、産業創造工学専攻、情報電気電

子工学専攻、環境共生工学専攻 

博士

後期

課程 

附 則(平成 30 年 9 月 27 日学則第 7号) 

この学則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年 2 月 28 日学則第 3号) 

1 この学則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の第 10 条の規定にかかわらず、社会文化科学教育部に公共政策学専攻及

び法学専攻を置くものとし、その存続期間は、平成 31 年 3 月 31 日に社会文化科

学研究科の公共政策学専攻及び法学専攻に在学する者が両専攻に在学しなくなる

日までとする。 

附 則(平成 31 年 3 月 28 日学則第 6号) 

この学則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

1 この学則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 次の専攻については、改正後の第 10 条の規定にかかわらず、令和 2年 3月 31

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続する

ものとする。 

  教育学研究科 学校教育実践専攻、教科教育実践専攻 
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附 則 

この学則は、令和 3年 4月 1日から施行する。 
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○熊本大学大学院社会文化科学教育部教授会規則 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「規則」

という。)第 10 条の規定に基づき、熊本大学大学院社会文化科学教育部教授会(以下

「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。 

 

(組織) 

第 2 条 教授会は、社会文化科学教育部において研究指導又は授業を担当する熊本

大学の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。 

 

(審議事項) 

第 3 条 教授会は、学長が規則第 2条第 2 項に定める事項について決定を行うに当

たり意見を述べるものとする。 

2 教授会は、前項に規定するもののほか、教育部長がつかさどる教育研究に関する

次の事項について審議し、並びに学長及び教育部長の求めに応じ、意見を述べるこ

とができる。 

(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項 

(2) 博士後期課程の学位論文の審査に関する事項 

(3) その他教育部の教育研究に関する重要事項 

 

(議長) 

第 4 条 教授会に、議長を置き、教育部長をもって充てる。 

2 議長は、教授会を主宰する。 

3 教育部長が議長の職務を遂行できないときは、あらかじめ教育部長が指名する者

がその職務を代行する。 

 

(定足数) 

第 5 条 教授会は、構成員の 3分の 2 以上が出席しなければ、議事を開き、議決す

ることができない。ただし、公務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由

があると教授会が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。 

 

(議事) 

第 6 条 教授会の議事は、特に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

(教育部会議) 
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第 7条 教授会に、規則第 8 条の規定に基づき、文学系教育部会議、法学系教育部

会議及び教授システム学系教育部会議（以下「教育部会議」という。）を置く。 

2 文学系教育部会議は、教授会の構成員のうち、文学系のコース又は領域の教育を

担当するものをもって組織する。 

3 法学系教育部会議は、教授会の構成員のうち、法学系のコース又は領域の教育を

担当するものをもって組織する。 

4 教授システム学系教育部会議は、教授会の構成員のうち、教授システム学専攻の

教育を担当するものをもって組織する。 

5 教育部会議に、それぞれ議長を置き、教育部長、副教育部長又は教育部長が指名

する者をもって充てる。 

6 議長は、会議を主宰する。 

7 議長に事故、その他やむを得ない理由があるときは、議長があらかじめ指名する

者がその職務を代行する。 

8 教育部会議は、それぞれ文学系専攻、法学系専攻又は教授システム学専攻に係る

次の事項を審議する。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 

(2) 博士前期課程の学位論文の審査に関する事項 

(3) 学生の除籍及び懲戒に関する事項 

(4) 入学試験に関する事項 

(5) 予算・施設に関する事項 

(6) その他課程の運営に関する事項 

9 教育部会議の定足数及び議事については、前 2 条の規定を準用する。 

10 第 8 項第 1号から第 6号までの審議事項に係る教育部会議の議決は、これをも

って教授会の議決とする。 

 

(事務) 

第 8 条 教授会及び教育部会議の事務は、教育研究支援部人文社会科学系事務課に

おいて処理する。 

 

(雑則) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教育部

長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 18 年 3 月 22 日規則第 68 号) 

この規則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
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附 則(平成 19 年 2 月 28 日規則第 26 号) 

この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 2 月 6 日規則第 27 号) 

この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 9 月 22 日規則第 266 号) 

この規則は、平成 22 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 3 月 30 日規則第 220 号) 

この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 31 日規則第 287 号) 

この要項は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 3 月 27 日規則第 87 号) 

この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 11 月 28 日規則第 280 号) 

この規則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

-30-


	学則案の全文
	熊本大学大学院社会文化科学教育部教授会規則

